
令和８年度 公益財団法人新潟市スポーツ協会事業計画 

 

 

令和８年度事業計画では、強化、普及・振興により一層力を入れるため、加盟団体、 

関係団体および行政との連携を深めながら各種事業の充実を図る。 

また、限られた財政的・人的資源を有効に活用するため、既存事業の形にとらわれず、

実効性や公平性などの観点から、引き続き事業・制度の見直しを進める。 

以下を重点取組項目として掲げ、時代のニーズに則した事業の実施に努める。 

 

重点取組項目 

（１）市民スポーツ活動の普及・振興 

  ① スポーツ体験フェスタの充実 

  ② 市民総合体育祭の在り方検討 

（２）競技水準の向上 

① 新潟スポーツ医・科学コンソーシアムを活用した医科学支援の充実 

② スポーツ指導者研修会の充実 

③ ジュニア強化事業及びにいがたスーパージュニア育成事業の制度見直し 

（３）組織・財政基盤の確立 

  ① 自主財源の確保 

  ② 情報発信の充実 

  ③ 組織の在り方検討 

 

Ⅰ 公益目的事業（公１） 

 

１ 講習会・研修会事業 （予算額：500,000円） 

市民がスポーツを通して健康づくりに関する取り組みの一助とするとともに機運醸成の

ほか、生涯にわたりスポーツに親しみ、楽しめる環境づくりに向けた指導者の資質向上を

図る。 

 

（１）スポーツ指導者研修会【拡充】 

概 要：子どもたちが、安心・安全にスポーツに取り組める環境を整備する 

ため、スポーツ指導における安全管理の知識を学ぶための研修会を 

開催する。 

 開 催 日：通 年 

   会 場：市内スポーツ施設 

   対 象 者：スポーツ指導者・これからスポーツ指導を始める方など 

   参加見込数：50人 

事業概要 



２ 主催・共催事業(スポーツ大会等) （3,450,000円） 

当協会および新潟市、加盟団体、各実行委員会が主催・共催となり、スポーツを通して

市民の健康増進と競技水準の向上を図ることを目的に、市内のスポーツ施設にて各種スポ

ーツ大会を開催する。 

 

（１）第62回市民総合体育祭 （1,350,000円） 

概 要：生涯スポーツ社会の実現を目指し、広く市民の参加を得て各種スポーツ 

大会を開催する。 

   開 催 日：春季 ４～６月、秋季 ９～３月 

   会 場：市内スポーツ施設など 

   対 象 者：市民 

参加見込数：12,000人（春季25種目、秋季30種目） 

 

（２）新潟しんきんカップ 第 38回市民綱引き大会 （400,000円） 

概 要：冬期間の運動不足解消と綱引きの普及・振興を目的に、地域スポーツの 

振興と市民相互の親睦を図る。 

開 催 日：令和９年２月21日（日） 

会 場：鳥屋野総合体育館 

対 象：市 民 

参加見込数：800人（80チーム） 

 

（３）スポーツ体験フェスタ2026【拡充】 （1,700,000円） 

概 要：市民が健康でいつでも、どこでも、いつまでも、気軽にスポーツに親し 

     むことができる生涯スポーツ社会の実現を目指し、加盟団体と連携した 

体験会イベントを開催する。 

開 催 日：令和８年10月 18日（日） 

会 場：新潟市陸上競技場など 

対 象：市 民 

参加見込数：延べ1,000人 

     

（４）共催事業等 

概  要：スポーツ大会の円滑な開催のため、運営組織へ参画するなど支援活動 

を行なう。 

事業名 開催日 会場 

新潟市早起き野球大会 ５～７月 豊栄木崎野球場ほか 

少年少女スポーツ大会 ７～11月 市内スポーツ施設 

新潟シティマラソン 10月11日（日） 市内コース 



３ 強化事業 （11,200,000円） 

市内ジュニア選手の競技力向上を目的に、加盟団体と連携を図りながら将来有望な選手

の育成に取り組む。 

 

（１）ジュニア強化事業 （6,900,000円） 

概 要： スポーツ振興と競技水準向上のために、ジュニア強化事業に関わる 

経費を助成し、計画的・継続的な強化練習等を行うことでジュニア 

層の育成・強化を行う。 

実施団体： ①体操、②水泳、③陸上、④柔道、⑤レスリング、⑥バレーボール 

⑦バドミントン、⑧卓球、⑨空手道、⑩テニス、⑪ソフトテニス 

⑫相撲、⑬バスケットボール、⑭野球、⑮ラグビーフットボール 

⑯サッカー、⑰硬式野球、⑱剣道、⑲ソフトボール、⑳スキー 

㉑ボウリング、㉒ボクシング、㉓ホッケー、㉔馬術 

㉕アイスホッケー、㉖スケート 

 

 （２）にいがたスーパージュニア育成事業／ 

    目指せオリンピック！医科学サポート事業 （4,300,000円） 

概 要： 新潟市からオリンピックや国際大会等で活躍する選手を輩出する 

ことを目的に、より一層のジュニア強化を図る。 

また、新潟スポーツ医・科学コンソーシアムと連携した医科学支援 

を実施するほか、にいがたスーパージュニア育成事業の実施とあわ 

せ傷害予防やコンディショニング等を行う。 

実施団体： ①柔道、②ボクシング、③バドミントン、④卓球 

 

 

４ スポーツ少年団事業 （400,000円） 

 スポーツ少年団活動の目的達成のために、スポーツ少年団の普及・育成および活性化を

図り、青少年の健全育成に資するため支援を行う。 

 

（１）スポーツ少年団育成 

概 要：スポーツ少年団の普及・育成および活性化を図り、青少年の健全育成 

      に資するため、登録受付や大会等の事業を行う。 

          ・登録業務：４～７月 

          ・新潟県軟式野球新潟地区予選会の運営事務受託 

          ・下越地区連絡協議会事務局 

 

 

 



５ 助成事業 （50,000円） 

スポーツの普及・振興ならびに、その健全な発展を図ることを目的としたスポーツ大会

に要する経費の一部を助成する。助成事業については、加盟団体が主催もしくは主管とし

て運営する新規事業等に対して最長３年を目途に行う。 

 

 

６ 表彰事業 （500,000円） 

 

（１）ジュニア優秀競技者表彰 

概 要：ジュニア競技者で顕著な成績をおさめた者に対し、さらなる活躍と 

ジュニア層の発展、競技力の向上に資することを目的に表彰する。

対 象：小学生、中学生、高校生 

 

（２）スポーツグランプリ表彰 

概 要：アマチュアスポーツ界で最も活躍し、話題を提供した個人または団体 

       に対して栄誉をたたえ、さらなる活躍と本市のスポーツ振興に寄与す 

       ることを目的に表彰する。 

対 象：アマチュアスポーツ競技者 

 

  （３）賛助会員表彰 

概  要：当協会の趣旨に賛同され長年にわたり、協力いただく賛助会員に 

感謝状・功労賞を贈る。 

 対  象：永年会員（感謝状10年、功労賞20年） 

※表彰式は令和９年２月上旬に市内ホテルで開催予定 

 

 

７ 国際交流事業 （100,000円） 

スポーツによる国際交流は、諸外国との相互理解と友好親善の促進に大きな役割を果た

すとともに、競技力の向上とスポーツ振興に寄与することから後援・助成を行う。 

 

 

８ 広報活動事業 （1,700,000円） 

当協会および加盟団体等の活動について、スポーツの普及・振興ならびに市民から関心

や理解を得るために、広報誌の発行やホームページによる情報発信を行う。 

 

  （１）広報誌「躍動」【拡充】 

概 要：スポーツの普及・振興を目的とし、年間を通し加盟団体の活動や活躍 

選手と当市のスポーツニュースを紹介する。 



   発 行 日：２月上旬 

発行部数：3,000部 

配 布 先：加盟団体、政令指定都市スポーツ協会及び関係団体 

 

（２）ホームページ運営【拡充】 

概 要：各種大会・イベントの開催周知や公告書類等の掲載 

        ホームページのリニューアル 

 

 

９ 区スポーツ協会支援事業 （4,340,000円） 

各区のスポーツ普及・振興を目的に区スポーツ協会の事業運営に要する経費を事業内容

に適した補助金を交付し支援する。 

  

区 補助金額 事業内容 

北 700,000円   エンジョイスポーツin北区、駅伝大会 他 

東 386,000円   ジュニア表彰式、技術講習会 他 

中央 367,000円   ミニバス交流大会、Baseball5体験会 他 

江南 500,000円   ソフトボール大会、スポーツ表彰式 他 

秋葉 350,000円   スポーツ振興大会（表彰・講演） 他 

南 500,000円   白根ハーフマラソン、表彰式 他 

西 367,000円   学童野球大会、ジュニア育成 他 

西蒲 1,170,000円   スポーツ体験教室、表彰式 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 法人事業 

 （１）理事会 

    ５月中旬 ／ ６月下旬 ／ １月中旬 ／ ３月中旬 

 

（２）評議員会 

    ５月下旬 ／ ３月下旬 

 

（３）専門委員会 

    各種委員会 随時 

 

（４）政令指定都市スポーツ協会研究協議会 

期 日：令和８年10月 29日（木）～30日（金） 

会 場：横浜市内ホテル 

 

 

 

Ⅲ 基本財産の取り崩しについて 

 

 １ 金額 基本財産のうち上限として1,000万円（不足する財源に充当） 

 ２ 期間 令和８年４月～ 

 ３ 理由 令和４年度から市補助金のうち事業費分が停止されたことから 

      事業に必要な経費を取り崩すため。 


